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○洪水予報河川および水位周知河川については、可能な限り平成２９年出水期（梅雨期）までを目処 
  にホットライン構築するよう求められている。  
○県においては、本協議会にて、全ての洪水予報河川および水位周知河川を対象として平鹿地域振 
  興局と沿川市町村間において ホットラインを構築する。 
○情報伝達は、すでに運用されている土砂災害警戒情報の伝達方法を準用する。 

■対象河川（平鹿地域） 

河川名 観測所名 対象区間 沿川市町村 

横手川 寺村 横手市旭川橋～雄物川合流点 大仙市、美郷町 
横手市 

横手川 朝倉 横手市旭川橋～本郷橋 横手市 
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○伝達内容 ：現在の水位状況および水位上昇の見込み 

○タイミング：氾濫警戒情報（避難判断水位到達）発表時 ・・・避難準備・高齢者等避難開始の発令判断の目安 

       氾濫危険情報（氾濫危険水位到達）発表時 ・・・避難勧告の発令判断の目安 

 ※堤防等の異常に係る情報等については、別途情報提供を行う。 

■伝達内容およびタイミング 

■伝達方法 

○土砂災害警戒情報の伝達方法を準用し、地域振興局建設部長等と市町村防災担当部局長等間での情報伝達を基本 
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①氾濫警戒情報等FAX送信 

②FAX着信確認 
  水位、水位上昇の見込を伝達 
  市町村長へ情報伝達を依頼 
  （併せて伝達時刻と伝達者名報告依頼） 

③氾濫警戒情報等の伝達 

④市町村長への伝達時刻と伝達者を連絡 

【伝達の流れ】 

嵯峨　→　齋藤市長

伝達者名→市長等名

市長等への伝達
伝達時刻

22:40

【記録例（赤字）】 

なお、水位上昇が急激であり、
情報の共有や伝達の前に浸水
被害が発生してしまう場合も
あることから、市町村長は
ホットラインを待つことなく
避難勧告の発令措置をとるべ
きことにも留意する。 
 
 
※中小河川におけるホットラ
イン活用ガイドラインより 

⑤振興局はFAX送信様式に④を記録 
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○市町村より県へ今後の水位上昇の見込み等の情報提供依頼があった場合、県は流域の雨量や、気象庁の降雨予想等を 

 参照し、市町村長の避難勧告等の発令判断の支援となる情報提供を行う。 

○平成２９年の試行結果を踏まえ、運用の変更が必要と判断された場合、第2回協議会で変更の了承を得る。 

○洪水予報河川や水位周知河川以外については、市町村との協議により必要と判断された河川について平成３０年の出水 

 期を目処に構築する。 

■その他 

■運用開始 

○本協議会での了承により試行運用を開始する。 

【降雨予測】 気象庁のホームページより、降水予想情報を確認可能。 

【高解像度降水ナウキャスト】 
 ・画面を拡大可能 
 ・市町村境を表示 
 ・１時間後までの降水予想 

【解析雨量・降水短時間予報】 
 ・６時間後までの降水予想 


